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（目 的） 

第１条 この要綱は、一般社団法人神奈川県トラック協会（以下「神ト協」と

いう。）の会員事業者（以下「会員」という。）が一般財団法人日本海事

協会（以下「日本海事協会」という。）が実施する「運転者職場環境良好

度認証制度（以下「働きやすい職場認証制度」という。）の認証取得に係

る助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を定め、

適正かつ円滑に事業を推進し、より働きやすい労働環境の実現や安定的

な人材の確保を図ることを目的とする。 

 

（助成対象） 

第２条 助成対象事業者は、日本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制 

度」に認証され登録された、会費の滞納がない神奈川県内に本社を置く会

員事業者。 

２ 助成対象単位は、営業所毎ではなく、法人を１単位とする。 

３ 日本海事協会が示す働きやすい職場認証制度の一つ星（新規）取得に係

る申請を行い、登録されたもの。 

４ 登録業種については、トラック事業者を助成対象とする。 

５ 新規入会事業者については、入会日以降に登録証書の交付を受けたもの

を対象とする。 

６ 登録証書が発行されていない場合は、「合格」の審査結果通知書と登録

料に係る支払いを証明する書類をもって登録したものとする。 

 

（助成額） 

第３条 登録料の１/３、上限２０，０００円とする。なお、登録料の消費税に

ついては助成対象としない。 

（助成対象期間及び受付期間等） 

第４条 令和８年３月１日から令和９年２月２６日までに登録されたものを対

象とする。但し、令和８年２月２０日から令和８年２月２８日までに登

録されたものについても、令和８年度予算にて助成をする。 

２ 申請書の受付期間は、令和８年６月１日から令和９年２月２６日必着ま

でとする。なお、上記期間内であっても予算に達した場合、その時点まで

とする。 



 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金を受けようとする会員は、働きやすい職場認証制度取得促進助

成金申請書に所定事項を記載し、添付書類を添えて、別に定める期日ま

でに協会窓口に提出する。また、郵送による申請についても受け付ける

ものとし、受付日は申請書が協会に到着した日とし、提出期限必着に郵

送されたものを助成対象とする。 

  ２ 添付書類等、必要書類を満たさない申請については、これを受理しな

い。 

 

（助成金の決定） 

第６条 神ト協は前条申請書の提出があったときは、速やかにその申請を審査

し、その申請内容が適合すると認められたときは、助成金の交付決定を

行い、働きやすい職場認証制度取得促進助成金交付決定通知書を事業者

に通知する。 

 

（助成金の交付） 

第７条 神ト協は前条の働きやすい職場認証制度取得促進助成金交付決定通知

書に基づき、内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、事

業者に対して、助成金を交付する。 

 

（助成金の返還） 

第８条 神ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既に

交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。 

２ この要綱その他神ト協が定める事項に違反したとき。 

３ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 

（その他必要な事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事

項は、神ト協が別にこれを定める。 

 

（附 則） 

１．本要綱は令和８年４月２２日より適用する。 


